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報告事項（1）

平成30年4月1日付教職員の人事の概要について

（平成30年4月1日現在）

1 異動総数について

教育総務部教育職員課

稜■篭坤溌塗”錐謹■湾蕊湾“2℃眸震鎧綴 鍵 鵜27年度末

小学校 760

428

701 718

中学校 411 396

42 34特別支援学校 41

一一33高等学校
■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■

合計 1，263 1, 146 1 , 155

2新規採用教員数

蕊蕊謹蕊簔簔譲蕊鱈識鑿蕊窪澤篝寒
小学校

中学校

特別支援学校

高等学校

”
｜
志
－
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90 105

66 72

8 10

4

合計 181 168 187

〔養護教諭（10） 事務職員（8） 栄養職員（2）〕

3管理職の登用（特支学校を含む） （ ）内の数値は前年度

新規登用数 50（42） 1（1） 60（44）

4女性管理職数 （ ）内の数値は前年度

鵜殿謹闘嬢蕊鐵議溌議溌蕊 蕊蕊蕊鐙蕊議 蕊議鋳織蕊蕊蕊
小学校 22（24） 0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

42（29） 64（53）

中学校 1（ 2）

特別支援学校 0（ 0）

合計 23（26）

（ 3）

（ 0）

(32）

10（ 5）９
－
０
｜
団

0（ 0）

74（58）

5女性管理職割合

年度蕊■畠弄震写TI"26年露■ Ⅱ
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報告事項（2）

平成29年度千葉市立千葉高等学校

大学合格者数(3年間の推移）

進路概要 平成30年4月2日現在

大学合格者数(学科別/現役）

■■■■■■■■ 現役＆浪人 l 現役のみ

27年闇28年庶'29年闇27年園28年庶'29

’
１
ｄ
ｏ
、
』
凸
、
勘
Ｆ

１
１

１
１ ’ ’ ’

１
１

国公立大学 78 76 84 55 57 59鎌

私立大学 937 885831 741 690 698 45

主な国公立大学 主な国公立大学

現役＆浪人 現役のみ
27年閲28年度129年閲27年閲28年度'29年度29年度
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忽
一
ゞ
郵
一
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一
剤
一
列

北海道大学 北海道大学

東北大学

名古屋大学

東京工業大学

一橋大学

千葉大学

筑波大学

横浜国立大学

信州大学

3 2
鈴

東北大学 2 １
－
１

21 I 1

…#筑波大学

Ｆ
４
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
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｜
幻千葉大学 40 31 31 28

鐸東京大学 1

東京工業大学 ２
ｌ
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ｌ
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２
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麓､；一橋大学 3 1 I

…横浜国立大学 熱謡2

三に
1 1 1

信州大学

大阪大学

首都大東京

その他
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鱗惣酔 強： 59計 78 76 55 57

難関私立大学 難関私立大学

,罵曾蕊陸隼園z7隼塵|28隼虞1Eg年度
現役のみ l

早稲田大学 ’ 301 28侭●301 251 181卜饗21
慶應義塾大学 51 1恥』 81 3 6『－一瓦
上智大学 _lal _11I毒 151 91 91為” 10

1束京理科大子一 狸| "f"|一望, "1171
計。可 餌’ 84『垂921 m’ 561 52
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33東京理科大学 46 35 39

計 鯛 餌 92 70 52壷
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法政大学 58 蕊謹､67 89

鱗‘214 ’ I計 189 246 164

千葉大学受験状況･合格状況(現役のみ） 国公立大学受験者数(現役/前期･後期）

受験者数 合格者数
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理学部
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医学部

文学部

理学部

薬学部

看護学部
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27年度 28年度 ‘､29年度 ’
285 286ｳ癖撫 2791
38 39蕊蕊鱗拶 391

3231 325癖鋳識葬《 ’3181弓l 計
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28年度 29年Z 28年度 29年同

早稲田大学

慶塵義塾大学

上智大学

東京理科大学
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15
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明治大学

青銅】

28年ﾛ
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29年§

:具-46

理蔽

28年E 2懲年2

製蕊鼠5

青山学院大学 7 溌驫1 議蕊溌鼠

立教大学

中央大学

法政大学

計
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152
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27年E 28年目
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133
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1別
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，藩.：120

：： 32

前期入試

後期入試

27年岨

78

29

28年E
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29年度

、＝ 61

，17

進路先等

大学(文系）

大学(理系）
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市立高等学校の進路状況について
平成30年度入試合格者数一覧(平成30年4月2日現在）

千葉市立千葉高等学校

内訳

卒
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唾
１
１
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型
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２

６

晋 璽
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旧
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４
’
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３
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之患101 10
11 1

:鴬"451 52
‘:‘望､‘ 11

大学名 ｜学部

帝京平成大薬

和洋女子大家政

了徳寺大健康科学

植草学園大保健医療

文

法

国際政経

青山学院大経済
経営

教育人間

理工

文

大妻女子大 社会情報
｜人間関係

｜家政
文

学習院大意済
理

理

薬
, 医療衛生

北里大 薯誘
獣医
海洋生命
文芸

裟立女子大 需二
家政

杏林大 保健

文

法

慶嘩塾大富三
薬
看護医療

青山学院大

大妻女子大

学習院大

北里大

共立女子大

虫嘩鐘塾大

卒
一
１

’
１
１
１
１
１
１

●晋現

４

１

１

１

３

３

１

１

２

１
ｌ
１
１

６

３

１

２

３

６

昔
１

璽
叩
一
ｍ
一
叩
一
ゆ

倉重
5(4)
1(1)
1（1）

1（1）

野
一
ｍ
’

２
｜
卯
－
１

謂
一
泥
一
値
一
睡
－
５
’

２
’

３

国立大

公立大

私立大

大学校

私立短大

専門学校

その他

婆
14(12）14(12）l 1 1=

7081 151 1 g591-
曇
諏

1
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国公立大学 ※（ ）内の数字は現役生

醒王手＝零■|昔･現I昔・卒｜晋･計||理･現|理・卒 理･計| 合計
北海道大 ｜総合理系 31 3 1 1 3

東北大 豊済 1 1， ，' ‘(2) |鷺､．， ’ ｜ ‘(2)
茨城太 古 @ &(2) |:＃ん1 '(i) '(3)
筑謹大蛭 ’ ’ ，(2)鴬 ， ’ ‘(2)
埼玉大 工 3 3(3) "" " 3(3)

文 ｜職爵、 ｜

法政経 3 ･ |"1 i
教育 12 2 1騨帯; 1 i l

千葉大雪敏養 ’ ’8(25)|髄1態1 , '(3) ’5(鎚
工 6 1診・ ’’ 1 1
薬 1 1 ": 1i : : |
園芸 鱗:、 Iル 〆 1

東京大 理科一類 1 1 1 1隣: ， 1

束東海津大蕊商 1 !(1) '#W ｡(2) '(3)
東京工業大第1類 蟻 1； 。 1(1) 1(1)
東京農エ大工 1 1 1 騨憲一 1

横浜国立大霊’ 1 1(1)鼠〃I ！ ’（1）
新潟大 旨 ， '(')隣；/' ’ ’ ’（1）
山梨大 一一 工 ・ ‐ ｜患鶏--1 §雪---爵 1(1) （1）

億州大 農維 | '(1) |#W- '(1) '(2)
静岡大 エ 1 1 隣常 ： 1
名古屋大 理 ｜ 蝋K. : 1 1 1(1) 1(1)
鳥取大 農 ｜;患;‘ 1 1 1 1
九州大 理 1 1 鯵､， § 、 ”
長崎大 医 ｜麟承…馴．1 1
琉球大 ｜工 l 1 1 1i.息： ’1 ｜
埼玉県立大保健医療 1 1(1) @鐙 1(1)
千葉保憧医療大健康科学 6 6(6) ｜職為 ｜ 、 ’ 6(6)

首都大東東雲翌 ’ @(2) |鴬： ‘(2)
横浜市立大 蘆ﾀﾞｻｲ， ， ' 1(') |藤’ ‘ | '（1） ’(2)
都留文科大 文 ｜ ｜｜ “・ ’ 1 1 1

東北大 3(2) 4(2)’

茨城大 2(2) 1（1） 3(3)

筑波大 4(2)3(2) 1

7(3) 35(28千葉大 28(25）

東京海洋大 1（1） 2(2) 3(3)

横浜国立大 1(1) 2(1)1

2(1)新潟大 1（1） ’

1(1) 2(2)信州大 1（1）

ｌ１ｌ１叩１銅叩ｌ１ｌ１

首都大東京 2(2)2(2)

横浜市立大 1(1) 1（1） 2(2)

23(21） 23(21）

3('')際_ ； ゞ
｜§， ， 2
綴1 1
1 ゞ ’‐ :1

8(8) | lr
｜"造; 、 ：… ：1
卜 1 ，“ 、
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I ．｜ ;
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1(1) ||""" l｡~

寂|職蕊|

8(8)

7(3)

3(3)

15(11）13(11） 2

３
ｌ
１
ｌ
２

２

5(2) 13(10）

）
３
ｌ
２

２
ｌ
５
－
３

12(12）12(12）

”
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1

１

１

１

１

．

１

8(4)1（1）

１
’

１
ｌ
５
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
１
ｌ
２
－
１
ｌ
３
ｌ
２

４
ｌ
２
ｌ
１
－
１
ｌ
川
－
２
ｌ
１

５
－
１
ｌ
３
ｌ
４
’

１
－
２

’
３

1（1）工学院

濾 11（11）国学院大 11（11）

｜人間開発

国際基■教大|教養

国士雷大 |器一一
文

駒澤大 箸営
医療健康

実践女子大 琵社会
｜エ

芝浦ｴ大 |草箒舌
建築

国際教養｜

噸天堂大讓壼'二
保健看腰

文
外国晤

上智大 緯合グロ
総合人間
理工

人間社会｜
昭和女子大 人間文化

生活科学

…女子大'孟麓舎
文

成躍大 法

経済

文芸

成域大 豊斎二
社会イノ

聖心女子大 文

渭泉女子大|文

専修大 帯'二
創価大 理工 I

国士舘大

駒澤大

実践女子大

芝浦工大

順天堂大

上智大

昭和女子大

白百合女子大

成躍大

成城大

専修大

I (1)

3(3)

ヨ三
２
’

１
14(11）14(11）

2(2)2(2)

５

－
１

29(21）4(2)25(19）

9(9)9(9)
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i"1M

8 1 ミー 、
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1 1#瀞，

3 1灘 ｜旧悪
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10 224(20)If:
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一;,'－1 #(4) 'k, i懇騨認

11（10）

5(4)

5(4)

24(20)

4(4)

私立大学

大学名 ｜学部

酪農学園大|獣医
圏瞭医療福祉大|成田保健

｜外国語

雪
－
１
｜
岬

倉猷
1

1（1）

１
二
１ 15(10）14(10) 1

１
ｌ
４
ｌ
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ｌ
２

Ⅱ
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17(17）鶴協大 ’豊済
国際教養

教育

文教大 国際

人間科学

神田外旙大外国語

淑徳大 人文

嬢西国際大|譽護
社会シス

情報科学

千葉エ大 工

創造工石w里一

先進工

千葉商大 ｜商経
国際教養

濁協大

文教大

城西国際大

千葉エ大

千葉商大

11（10）
17(17）

1
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－
１
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■
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戸
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圭
１
画
１

4(2)4(2)

Ｉ
ｌ
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ｌ
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２

叩
一
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一
や

2
8(6)

ｗ
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⑩

。
Ｇ
Ｉ

ｌ
ｌｊｌく１

口
１
１１

4(4)

4



合計計

⑤

哩呼
〕
鍵
ｉ
御
鴎
２
－
１
－

１
－
嘩
一
一
］
」
Ⅱ
Ｌ
一
侭
坐
民
一
」
唯
一
１
－
Ｌ
一
Ｍ
｜
》
Ｈ
三
ｈ
一
ｔ
《
｜
鉦
一
峰
川
口
Ｊ
一
轌
一
い
函
一
別
一
睡
Ｊ
１
一
割
‐
一
蝉
Ⅱ
Ｅ

現理計晋卒

３

１

１
５
２

二
尋

｜
｜
恥

２

２

３

１

－
１
１
１
３
１
－
１
１

普現
７
８
４
６
５
７

２
５
２
’
３
１
２
５
２
０
１
７
３
３
２
１
４
１
２
１
２
６
２
７
３
１
１
２
２
１

普

58(46）

7(5)

12(11）

40(34）

5

11(11）

2(2)28(19）

|学部
文
法

|政治経済

経営

|商

国際日本

|宿覇王

大学名理･計|｜合計皆･現|普・卒｜晋･計I理･現|理・卒I
2

4(2) ’2

1 1 1
f l

l l 20(13）
12 6 21 1

1 1 2(1)
1

1 5(5) ’
3E | 1 1 =

!i
l ’｜ ；’10 ，1！('{) |” ，，
21 2(2) |
6 2 8(6) ’

1

6 ］

4 ，’4('3）'2

1 i l ll
7
1 1 1
7 236(32） ｜ ’

17 ■
1 1 ．1

1
1 1

‘ ’ －判’
4，■ ：26('4) ’ 2－ 31

5

1】 3， 1

2 1

6 21 61 4
－6 ■ 16(14）

2
ー一61一~ 1

41
1

12 1

8 46(41）’
21 ． 1

尾ﾃ 4E－1 ．－

－4
1 1 1 11

晋

4(2)

20(13）

5(5)

11(11）

14(13）

36(32）

26(14）

16(14）

E－1 ．
■4

『 11 1

46(41）

藝
農

大学名

4(2)玉川大
識
一
識
一
法

1多摩美大

23(15）3(2)中央大

中央大 ロ農学
津田塾大 学芸

一一 経済
帝京大 教育

薬

東海大 工 ｜

東京家政大|会器
東京家政学院大人間栄養

東京女子大|現代教養
東京造形大|造形

｜工

東京電繍大 票軍
システム
国際食料

｜地域瑠境
東京農大 ｜農

応用生物

生命科学

東京薬大生命科学

経営

理

工
東京理大

理工

基礎工

津田塾大

帝京大

東京家政大

東京家政学院大

東京電機大

東京農大

東京理大

65(51）明治大

…
》
寧
一
農
一
文
一
法
一
癖

6(6)1(1)

1 １
’

12(11）明治学院大

卜

11(11）

準
一
薬
一
鮪
一
文
一
》
｜
法

や
一
輌
一
１

明治薬大

明星大

1

2(2)1

14(13）

壷謬※ ||琴
観光

コミュニ

異文化．

理

r 仏教

立正大 ｜臺二
｜地球還墳

文

文化構惣

｜舂
面畜悪鳶1－"望T一クグT

社会科学

早稲田大教育
一

｜人間科学

篝
， _底屑ニラ

学習戻麦字天|国際文化

璽京塵…大鰐曇

立教大

r

立正大

早稲田大

東京医疲保健大

45(34）

37(32）1

1 11 1

．
ｊｌｌく１１

39(17）13(3)

薬
一
理

26(20）10(6)東邦大 薬
一
》
｜
文
一
法
一
需
一
準
一
》
｜
》
｜
率
一
垂
一
一
一
文
一
法
一
需
一
商
一
雲
一
》

経済

理工

ﾗｲﾌデザｲ
ﾝ

文

30(21〉

’1 1
経営 II 12 1i
社会間 8 46(41
国際観光’ 21・ ’
国際雲 ． 4

1 1 1(1)
法 I 2!i 2
経済 12 3
商 31

蕊ｴ， ？「 '' 61(斑
文理

理工 151 2
薬 3I
生物資源弓 1 2
獣医 ’1 1 1(1)
応用生命’ 1
文 ｜ 2 2
人間社会’ 5

17(1唱
理 ．■■2
家政 ’ 6
保健医療 1 1(1)
文 5 2
1法 1 9 1
経済

経営 8 3
国際文化 1

人閥感填 ‘’ ’ 60(“情報科学

キャリア' 21 1
デザイン' 71 1
理工 3 1
スポーツ 2
生命科学 51 1
薬

経済

社会 ！ 』 ，('）
都市生活

メディア 1 2(2)
知識工 1
法 1
経済 3
人間科学 ; ! 8(7)
看護一 2

61(50

1(1)

17(15

1(1)

60(48

5(1)

2(2)

8(7)

2(1)

一一一毛 ■

48(42）東洋大
2 1

2K -- ，2(2)
4

1 1 1! 8(8)
3

8(8)

-~1 ･ 2(2)

9(8)’

二松学舎大 1（1） ｜千葉呑譲

麻布大 ｜獣医

産業能率大経営

フェリス女大国際交流

横浜薬大薬

横浜美大美術

中部大 工

大谷大 文

盲蔚更雪ご|涛二
同志社女子大学芸

立命飽大 ｜産業社会

松山大 ｜錯一

同志社大

松山大

１

ｍ

ゆ

ゆ

１
’

１
－
叩

1

ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
２
１
１
２

１

く
く
く

く
く
く
く
く

１
１
１

１
３
１
１
２

１

１

１
１
１

１
２
１
１
１
１

3(2)
2(2)

●

12(7) 73(57）日本大 ）

1 1 1

3(2)－

2(1)1日本獣医生命大 ｊ

ｊ

１
１

く
く
壷

１
１
－

＝上三E 2(2)17(15））日本女子大

日本体育大 大学校

I革衰茗
1(1)

|普・現|普・卒｜晋･計||理･現||理・卒｜理･計|｜ 合計」
Ｊ
１
一
い
Ｉ
Ｆ
１
Ｉ
画
一
１
口
い
｜
ｌ
－
Ｉ
ｍ
－
Ｉ
－
》
ｌ
」

一
一
コ
２
一

一
口
一
望
一
一
一
一
一
口
１
－
夛

固寸看證大学校 1 1
海上保安大学校 1 1

1(1) 5(4)4(3)

67(52）7(4))法政大

短期大学

蕊雲 |匿肖鷲L筐筐門一語12(2)2(2)

星薬大 1 11 1

5(1)武蔵大
l昔･現 普・卒|普・計I理･現|理・卒 理･計｜ 合計
'一~~~n I | ~ ~ 1~~一｡3
I 1 1 3(2) I ;I II II 3(2)
1 1 1 1 1 1i

3(2)3(2)3(3)1（1）東京都市大

三E 8(7)武蔵野大

扉
職就

塵罰匡雲瀝奉■腰…匪璽匪到計I 合計 ’’
1 I I I1 11 1 1(1) 1 1(1) I
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平成29年度千葉市立稲毛商等学校進路擬要

大学入試合格者敷（3年間の推移）
＜全体＞

平成30年4月3日現在

大学入賦合格数（学科別、現役）
＜全体＞

窯襄=…
29年度

配
函

羽
一
卵

＜国公寺大学＞ ＜国公立大学＞

現役＆浪人

1カ年度｜癖度i海津度 ’ ｜
’

現役のみ 国際教養科

27年度’28年度1 29年度27年度； 28年度27年度i 28年度

茨城 | 2 I I I I I
岩手 1 1 1 一!___ 1 1 I I

I 1 I
ざ 一二

大阪

茨城 I 1 I II ' i
1 ! I -~童 I _ 1

Fﾃ三－1 － ■~~霊､~1－
1 I I I I I .

岩手
1 1 大阪

1 1 ロ ■ 1 ｝
1 I I _ I I I -I

1 …~i-…I l l －－1
1 ． 1 1 1 - : B I I

大阪教育 大阪教育

お茶の水お茶の水

二
》
一
一
－
１

戸

Ｌ

｜

一

望

に
一
二
１
－
咽

》
’
一
←
１
噸

ｉ

－

ｉ

－
：
一
一
顕

Ｆ
一
一

一
１

Ｗ一

1
1
1

金沢 金沢

神戸 牢
一
転1 i i j i 1 i I' --:-i

1 1 1 ■ 、1_1 I I 』 I
埼玉

信州 僧州

千葉 ２１１
１

８１
８
■
ｂ
８
Ｄ
Ｉ
Ｕ
ｇ
■
■

㈹
２

１

Ｉ
２
１

１１０２１
１

鴻
２

千葉

筑波 Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ

８
．
１

１
１１

１
１

２
口筑波

1 ｢ 1 i i i
1 1 ’ I 2 ， 魑2 1

2 3 1 1.~- 1 -3 g 1 lｰ孟一ﾛ ｰｰ

1 1 1 i l I f~~-‐~～|「

電気通信 電気通信

東京 ２
１

１
１３

Ｆ
■
ｆ
Ｅ
Ｆ
Ｄ
１
ｏ
■

凸

■

｜
I

東京

東京外国鰭 東京外国鰭 I
■■■東京海洋 東京海洋 l 1 __11 ■

I ■ 1 1 「~－－東京学芸 ! 2 il l 2 I－二一 ､| 1
東京嚢術 1 1 11■■■■I－

1東京工業 ■1 1 2 1 1 [ 1 I 2 :-i
1 東北 ~E.1 ]i 1 L息 1 = il l
1名古屋 '|I - 1 1I I _ 1 :

1曇埼 !PR, ':!画ﾃｰr－|＝檀 一一鳳l■■ ’ ：l l _ 2 1 ;L一‐ ド=~T= =

幾画 一-’ 1－1 ’ ’ ’ ’ ;ー福井 1－1~~ ■■： 一一
広島 一■■■■ 1 1
北海道■■■■1 1 1三三二1 3－－ 2
宮崎 [ H I1 1 、農 1

山膨 ’ 1 ！ ’ Ⅲ ‐ ;1 灘‐横浜国立 I 1． ‘ 1 「~『蕊劃’ 1－:ロ
速球 二一画E.fテー1-1 1 " E一一一!|
国際教養 1 1 1 I I －－ ! 1 __ _1_
首都大学東京■1 I=一さり 1 Iリ －－厩一T-一
千県保健医娠 1－4 4 ‐ﾄｰ－－－－ 4 1 4
名古屋市立 ■ｰ一F~r一一 :I 一ー
兵庫県立 ロ 1 －－'1 1
樋浜市立 1 1 ’ ． ， 1
防衛大学校 習一-‐ ．､ 1． ．｜‐！ ｝． ．
防衛医科大学校|】 ■■ 2BI : =1g i 2 1

計 ||L54 11 41 1, 39 1 37 1 33 1 28

東京嚢術

東京エ案

－２１

１１１

北海道

山形

横浜国立

リ国憲教養

首都大学東京

名古屋市立

東京学芸

》
一
二
》
》
一
二

一
辱
叩
一
Ⅱ
ｍ

一

川

一
Ｊ

一

Ｍ

［
一
’

一
ｒ

一

一

Ｌ

－

Ｅ

－

［

［
１
－
釦
需
》
一
州
一
山
Ｆ
〕
諦
一
》
一
国
｝

一
枢
口
叩
一
［
一
［
一
一
一
一

一
１

一
軍
一

１
－
一
一

東京墓術

東京工業

東北

名古層

長埼

一楓

諏
癖

広島

丑海道

宮埼

:! -I-1 I -1" "､-I I -II 11－… ’i ！ I ‐11 1 |
山形

横浜国市

疏球環球 1 ･-･ - l I
I 1 ■I II I ロ

1 B■■■■ I ■
国際教養

首都大学東京

千県保拭戻審 4 i 4 I I 一
二I ■■ I名古屋市立

兵庫県立

横浜市立
1 I I I | ■ ｜
1 1 I ロ ーI ■■■ I｜

｜
I 嘉苓

ー1 1
1 1 1 1 . l ____l
; 27 1==

＜主な私立大学＞ ＜主な私立大学＞

現役＆浪人 現役のみ

｢盃華雇う
－

I 4

岸
一読

； 15
＃ 35
I 17
－

i 88
－I

； 269

“一”一岬

晋通科 国際教養科
一
》
一
口
－
２
－
蛎
一
函
一
帽
一
脚
一
坐
幻
一
“
一
麺

》
－
９
－
３
－
郡

趣
－
５
’
３
一
幅
一
旧
一
蛇

27年度1 28年度
5 2

2 11 3
13 11 8
l7 i 露

25 I "
17 i 8
28 1 28
18 1 17
45 i 72
170 1 203

27年度’ 28年度

1 2
1 i
2 【 ．9
2 12．

7 13
7 7
2 7

-- -----j

l5 16
36 1 66

蝿
－
２
－
３
－
３
－
９
エ
８
－
１
－
９
－
羽

慶鹿菱塾

国際基督教

慶庫筆塾

国際基督教

上智

早稲田

鐙
一
》
｜
詫
一
》
｜
蝉
蓉

刀
一
馴
一
あ
一
興
一
別
一
刀
罰

“
薊

明治

青山学院型
鋤 立教

中央

卒集生数 公立大学受敏者敷く現役．前期・接期）

国公立全体 ロ 千葉大学
1 27年度： 28年度．29年度327年度’ 28年度’ 29年

期入試 ｝ 67 1 71 1 パ ロ 34 1 32 1 35
入試 1 21 1 唾ロ“ 20 N 11 1 13 H 8

益路決ま状滉

一
調
一
鰹
認
一
二
’

二
■
｜
Ｉ
函

数
度

露
畔
４
．
５
５
３

５

旧

３

３
－
２
組

受

型

・

Ｉ

．
１
！
…
：

！
●
●
●
。
ｉ
・
・
‘
。
：
ゞ

１
．
．
．
：
８
“
；

度年
７
９

型
２
２
６
１
１
判

識
度

一

諦
酔
－
１

２
３
’
３

８

二

１

旧

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
０
６
日

冊
ｐ

Ｉ
Ｆ

‐１－、ｑ

１

‐
．
’
‐
．

Ｉ

！

‐
’
１

１

１
１
－
５
■
７
１

一

‐

陥

度
一
一

碑
－
３
ｌ
３
６
－
１

２

３

8

29年度

法政経学部

文学部
教育学部

国際教養学部
理学部

工学部

２

ｆ
届
３

－
１
－

’
’
１

５
旧
３薬学部

園芸学部

看護学部

計 12
6

普通科
b?1$塞ぎE－F樫

汁

27年度

274
38

312

28年度

275
41
316

29年度

､279

4@．

319

進路先等

浪人・未定

その他（短大一専門・就鞭〉
千

人数： 割 合

201 1 63．0
57 I 17．9

51 i 16．0

10 F 3．1

319 1 1帥



I

市立高等学校の進路状況について

2018年度入試合格状況（平成30年4月3日現在）

千葉市立稲毛高等学校

｜現役生|卒業生｜
卒|普1国|､普|国’
1 1

ヨ’1

1

1 ヨ■■ 1

1' 。一
'1H' l

' 1 l il
2 I I

l 1

1 1 l ' 1
’ 1 1

1

1‐ ｜ ‘ I
1 1 1 1■■I
l 1i' |
1 1 2 1 1 1

1 ‘‐ ’|些一

｜’■1

【－’ 1，r－l1

1 ’ ’ 1 ’ ’
| '= |! !-|
| 1 F li=|l i

＜国公立大学＞

犬季蒻 現

大阪 ｜－
金沢

神戸 ’一r
埼玉

信州 1

千葉 12
筑波

東京 2

東京外国語 ′ l
東京学芸‘ l

東京工業 1
東北 l

長崎 l l
一橋 ■’
福井 ■
北海道 2

宮崎 l
横浜国立 ｛
写、”マーーー ‐

琉球

国際教養 il l
首都大学東京 l
名古屋市ウ四1

2

防衛大学校 ｜I
国公立大計'''28

＜私立大学＞

｜ 大学名 ｜現'|卒
芝浦工業 16 2
淑徳 4

順天堂 6

城西国際 | 1

上智 19 1
昭和 1
昭和女子 13 3

白百合女子 ・ 2
成膜 11 2
成城 15 1

聖心女子 1
鯖泉女子 1
聖徳 3
専修 6 1

大正 ’ 2 1
大東文化－1■
玉川 4■
二f茎経済 '1

1千葉工業 2' ’ ’
千葉商科 ’ 9 1
中央 ’ 22 2
津田塾 4 1 1

帝京平成 ‘ 3 1
東海一一 _ |, 4 1 ,'
東京医療保健 4 1
東京家政 10 1
東京工科 1
東京女子 6 1
東京電機 '5 －－

東京都市 3 ’

東京農業 l 19
東京理科 ' 17 4
同志社、 2

同志社女子 2
東邦 24 1
東洋． 65 8

東洋学園 1
濁協 7 1

日本 70 13
日本獣医生命科学3

日本女子 14 2

文教 11 1
法政 73 14

星薬科 2

武庫川女子 1
武蔵 8

武蔵野 6 2

武蔵野美術 i l

明海 2
明治 ’ 57 10

卒業生

雫
現役生

普｜国
16

3 1

5 1

1

16 3

1

12 1

＜私立大学＞

大学名 ｜現
明治学院 24

明星

目白 2

立教 40

立正 4

立命館 9
立命館アジア太平洋 2

ルーテル学院

麗淨 l
早稲田 32

和洋女子 毒

私大計 ’889

現役生｜卒業生

普国｜普|I国

16 8 11 3 ！
1

2

32 8 10

4 1 ’
9 ， 1

r

1 1 l－
l 1

1■ 1
29 3 114 1
8 1 11 1■

7861103111081 10

卒

3

1

10

11

３
’

１
－
２
－
１

1 1

、
一
過

ｌ
ｌ
２
ｌ
１

５
－
１
｜
、1

３
’

６
’

２
－
１
－
４

1

＜短期大学＞

1

虹
－
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報告事項（5） 卜

千葉市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則の制定について

学校教育部保健体育課

1 趣旨

「千葉市学校給食の実施及び学校給食の管理に関する条例」の平成30年4月1日施

行に伴い、施行に関して必要となる事項を定める施行規則を定め、同日施行した。

2規則施行日

平成30年4月1日

規則概要

施行規則で定める主な事項は以下のとおり

・ 学校給食費の額

・ 学校給食費の納付期限

・ 督促の実施 、

･ 学校給食費の減免

3

冠 ーB ■ ● P勾 坤甲 一一 ■ ■ 告牟一

4その他

当該規則は、市長の権限に属する事務に関する規則であるため、教育委員会規則では

なく、千葉市の規則として制定している。

当該条例及び施行規則の施行にあたって必要となる細則を定めた『千葉市学校給食の

実施及び学校給食費の管理に関する要綱」についても、同日付で施行した。

、
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千葉市規則第12号

千葉市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規

則

（趣旨）

第1条この規則は、千葉市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関

する条例（平成29年千葉市条例第32号。以下「条例』という。 ）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（学校給食の実施日）

第2条学校給食を実施する日は、教育委員会が別に定める。

（学校給食費の額）

第3条条例第4条第2項の規定により定める学校給食費の額は、別表

第1の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額と

する。

2 前項の規定にかかわらず、児童、生徒その他学校給食の提供を受け

る者について食材に関して特別の配慮が必要であると認められる場合

,その他市長が特別の事情があると認める場合における学校給食費の額

は、同項の額の範囲内で市長が別に定める額とする6

（学校給食費の納付）

第4条学校給食費負担者は、別表第2に定める期別ごとに、学校給食

費の額に同表に定める対象月において学校給食を実施する予定の日の

合計数を乗じて得た額（第6条第2項において「予定納付額」とい

う。 ）を納付しなければならない。

（学校給食費の納付期限）

第5条条例第5条の規則で定める日は、別表第2の左欄に掲げる期別

及び同表の中欄に掲げる対象月に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる日

（これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）に規定する休日 （以下この条において「休日」

という。 ）に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日

でない日）とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、

この限りでない。

．（学校給食費の調整）
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第6条一の年度における学校給食費の額が発生した日の合計数（以下

この項及び次項において「確定日数」という。 ）が一の年度における

学校給食を実施する予定の日の合計数（以下この項及び次項において

「予定日数」という。 ）を上回る場合は、学校給食費負担者は、学校

給食費の額に確定日数を乗じて得た額と学校給食費の額に予定日数を

乗じて得た額との差額（次項において「差額』という。 ）を、市長が

定める期限までに納付しなければならない。

2 確定日数が予定日数を下回る場合は、市長は、別表第2′に定める期

別のうちその納付期限が最も遅いものに係る予定納付額から順次に、

予定納付額から差額を減ずるものとする。

（督促）

第7条条例第6条の規定による督促は、納付期限後40日以内に行う

ものとする。

（学校給食費の減免）

第8条条例第8条の規定による学校給食費の減免（次項において「減

‐免｣‐という｡-)-は､災害等により学校給食費負担者に学校給食費を納・‐

付する資力がないと認められる場合その他市長が特別の事情があると

認める場合に行うものとする。

2 減免を受けよう･とする学校給食費負担者は､学校給食費減免申請書

（様式第1号）を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その可否を決定し、

学校給食費減免決定通知書（様式第2号）により、当該申請者に通知

するものとする。

（委任）

第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

一■一

学校給食費の額

(1人1日につき）

区分

1l



小学校の第1学年から第3学年までの児童及

び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける

者

小学校の第4学年から第6学年までの児童及

び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける

者

255円

273円

290円

288円

特別支援学校小学部の第4学年から第6学年

までの児童及び当該児童と同等の学校給食の

提供を受ける者

298円

特別支援学校中学部及び高等部の生徒及び当

該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 一’
－．－－ L

一
ト
ー

別表第2

ｒ

限

一

一

一

一

一

期
日
日
←
日

付
日
日
日
５
５
５
日
日
日

納
５
５
５
２
２
２
５
５
５

２
２
２
月
月
月
２
２
２

疸
銅
稠
明
ｍ
皿
一
狸
唄
羽
羽

期別 I 対象月
ー＝－－二－

4月及び5月分

6月分

7月分

8月及び9月分

｢10月分

11月分

12月分

1月分

2月及び3月分

ー■一一■＝ ~ 守■ ■ ■守一■

期
期
期
期
期
期

１

２
３
４
５
６

第
第
第
第
第
第

魎
魎
唖
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【参考】

千葉市条例第32号

千葉市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

（趣旨）

第1条この条例は、本市が設置する学校における学校給食法（昭和

29年法律第160号）第4条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部

′における学校給食に関する法律（昭和32年法律第118号｡次条に

おいて「特別支援学校給食法」という‘。 ）第3条の規定に基づく学校

給食の実施並びに学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものと

する。

（定義）

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

（1）学校給食学校給食法第3条第1項に規定する学校給食及び特別

支援学校給食法第2条に規定する学校給食をいう。 ，

（2）学校給食費学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費及

． ､び特別支援学校給食法第5条第｡1項に規定する経費以外の学校給一

食に要する経費をいう。

（3）学校給食費負担者学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等

（児童又は未成年の生徒については学校教育法（昭和2－2年法律

第26号）第16条に規定する保護者、成年に達した生徒につい

てはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。 ）その他学

校給食の提供を受ける者をいう。

（学校給食の実施）

第3条本市は､本市が設置する学校（高等学校を除く。）において学

校給食を実施するものとする。

（学校給食費の徴収）

第4条市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、規則で定める。

（学校給食費の納付）

第5条学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日 （次条及び

第7条第1項において「納付期限」という。 ）までに納付しなければ

』
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ならない。

（督促）

第6条市長は、納付期限までに学校給食費を納付しない学校給食費負

担者があるときは、期限を定めて、 これを督促しなければならない。

（遅延損害金）

第7条学校給食費負担者は、納付期限後に学校給食費を納付する場合

においては、当該学校給食費に、その納付期限の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、遅延損害金の額を加算して納付しなければな

らない｡

2 前項の遅延損害金の額の計算については、千葉市税外収入金に係る

延滞金の徴収に関する条例（昭和39年千葉市条例第34号）第2条

及び附則第3項の規定を準用する｡／この場合において、・同条の見出し

中「延滞金」とあるのは『遅延損害金」と、同条第1項中「税外収入

金の納付義務者（以下『納付義務者」という。 ）､』とあるのは「学校

給食費負担者」と、 『税外収入金を」とあるのは「学校給食費を」

一と､ 「延滞金額｣とあるのは｢遅延損害金の額｣と、同条第3項及び‐

第4項並びに附則第3項中『延滞金」とあるのは「遅延損害金」と読

み替えるものとする。

･ (学校給食費の減免)、 ・

第8条市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるとこ

ろにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

（委任）

第9条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則．

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3

項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例は、 この条例の施行の日以後に実施する学校給食に係る学

校給食費について適用する。

3 この条例の規定による学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し

必要な手続その他の行為は、 この条例の施行の日前においても行うこ

とができる。

●
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【参考】

千葉市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する要綱

平成30年4月1日施行

（趣旨）

第1条この要綱は、千葉市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例（平成

29年千葉市条例第32号。以下「条例」という。）及び千葉市学校給食の実施及び

学校給食費の管理に関する条例施行規則（平成30年千葉市規則第12号。以下「規

則」という。 ）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条この要綱における用語の意義は、条例及び規則の例による。

（学校給食の申し込み）

第3条学校給食費負担者は、児童、生徒その他学校給食の提供を受ける者（以下『児

童等」という。）が学校給食の提供を受けようとするときは、学校給食申込書（第1

号様式）を市長に提出するものとする。

2臨時に学校給食の提供を受けようとする者（以下「臨時喫食者」という。）は、学

校給食申込書（臨時喫食者等) （第2号様式）を市長に提出するものとする。

（学校給食費の通知）

第4条市長は、学校給食費を徴収するときは、学校給食費負担者に対して、学校給食

費納入額決定通知書（第3号様式）により通知するものとする。

- -≦ （学校給食費の納付） －－． ． ‐=一一一一 ‐ － ‐--.--‐ ，．－－．･ ･ ‐

第5条学校給食費負担者は、学校給食費の口座振替による納付を希望するときは、千

葉市税等口座振替収納事務取扱要綱で規定する千葉市学校給食費等口座振替依頼書

自動振込利用申込（廃止届）書を取扱金融機関に提出することとする。

2 口座振替による納付のときは､規則第5条に規定する納付期限に振替を行うことと

する。

3第1項の規定によらず学校給食費を徴収するときは､学校給食費納入通知書兼納付

書により学校給食費負担者に通知するものとする。

（要保護者の学校給食に関する取扱い）

第6条生活保護世帯に属する児童生徒の学校給食費については､生活保護法(昭和2

5年法律144号）第32条の規定により、市が生活保護の被保護者の児童生徒に対

し、学校給食を提供する現物給付とする。

（学校給食を受けることができない場合等の届出）

第7条学校給食費負担者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、学校給食変更届

（第4号様式）を児童等が在学、又は入学等を予定している学校長に提出しなければ

ならない。

（1）食物アレルギーその他のやむを得ない事由により、牛乳の停止又は牛乳以外の学

校給食の停止を希望する場合

（2）転入学、食物アレルギーその他のやむを得ない事由により、学校給食の提供を開

始するとき、又は継続的に学校給食の提供を受けることができないとき及び学校給

－－句－－－

全 一寺一■
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食の提供の再開を希望する場合

（3）傷病等により、市が学校給食を実施する日において、連続して4日以上、学校給

食の提供を受けることができない場合

（学校給食費の変更の通知）

第8条市長は、次条による減額等による学校給食費の変更を行うときは、学校給食

費納入額変更通知書（第5号様式）により通知することとする。

2市長は愈規則第6条に規定する調整を行うときは､学校給食費納入額精算通知書(第

6号様式）により通知するものとする。

（学校給食費の減額）

第9条規則第3条第2項に規定するその他市長が特別の事情があると認める場合は、

次のとおりとする。

(1)児童等が食物アレルギー等の理由により、飲用の牛乳が提供されなくなった場合

（2）児童等が食物アレルギー等の理由により、飲用の牛乳以外の学校給食の全ての提

供を受けることができない場合

（3）児童等が病気等のため‘、市が学校給食を実施する日において、連続して4日以上

‘(当該期の算定については、 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日を除く。 ）学校給食の提供を受けることができな

い場合

（4）給食室の改修工事等により、通常の学校給食を実施することができない場合

一 （5）前各号に掲げるもののほか､-市長が特に必要であると認める場合・‐･－ ・‐ 。

2前項の規定により減額となる額は、別表のとおりとする。

（学校給食費の充当）

第10条納付された学校給食費に過納又は誤納のあるときは､その過誤納金を当該学

校給食費負担者の納期限を過ぎて未納となっている学校給食費に充当するものとす
る。

2市長は､前項により充当するときは､学校給食費還付（充当）通知書(第7号様式）

により学校給食費負担者に通知するものとする。

（学校給食費の還付）

第1 1条納付された学校給食費に過納又は誤納のあるときで､前条に規定する充当す

べき学校給食費がないときは､学校給食費負担者に学校給食費を還付するものとする。

2 市長は、前項の事由が生じたときは､学校給食費還付(充当）通知書(第7号様式）

により学校給食費負担者に通知するものとする。

3 市長は、学校給食費負担者から学校給食費還付金請求書（第8号様式）によって還

付の請求を受けたときはし、学校給食費還付充当通知書（第9号様式）により学校給

食費負担者に通知し、速やかに学校給食費を還付するものとする。

（学校給食費の督促）

第12条規則第7条の規定による督促は、学校給食費督促状（第10号様式）により

行うものとする。

（委任）

､
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〆

この要綱の施行に関し必要な事項は、教育次第13条この要綱に定めるもののほか、

長が定める。

附則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

、

6
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別表1 学校給食費の減額

減額事由 規則別表lの区分に応じた額から減じる額

飲用の牛乳が提供されなく

なったとき。

千葉県学校給食用牛乳供給価格の1円未満の端

数を切り上げた額

飲用の牛乳以外の学校給食の

全てが提供されなくなったとき。

規則別表1の区分に応じた額から、千葉県学校

給食用牛乳供給価格を減じて得た額から1円未満

の端数を切り下げた額

児童等が病気等のため､学校給

食を実施する日において連続し

て4日以上､学校給食の提供を受

けることができないとき。

規則別表1の区分に応じた額の全額
ヱ

給食室の改修工事等により、通

常の学校給食を実施することが

できないときで､次の各号に該当

するとき。

（1）学校給食の全てが提供され

なくなったとき。

（2）飲用の牛乳以外の学校給食

の全てが提供されなくなった

とき。 。

（3）飲用の牛乳及び米類又はパ

ン類以外の学校給食が提供さ

れなくなったとき。

『

（1）規則別表lの区分に応じた額の全額

（2）規則別表1の区分に応じた額から、千葉県

学校給食用牛乳供給価格を減じて得た額から

1円未満の端数を切り下げた額

（3）規則別表1の区分に応じた額からす千葉県

学校給食用牛乳供給価格を減じて得た額に、

米類又はパン類の調達に要した費用を減じて

得た額から1円未満の端数を切り下げた額

その他､市長が特に必要である

と認めるとき。

上記の例に準じて算定した額

18



議案第15号

千葉市教育委員会組織規則の一部改正について

千葉市教育委員会組織規則の一部を改正する規則を次のとおり制定す

るものとする。

平成30年4月18日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市教育委員会規則第 号

千葉市教育委員会組織規則の一部を改正する規則

千葉市教育委員会組織規則（昭和45年千葉市教育委員会規則第4号）

一部を次のように改正する。

第8条第14号中「審査請求」を『審査請求（教育長に委任された事

項に係るものを除く。 ） 」に、 「裁決」を「裁決（却下するものを除

く。 ） 」に改める。

第12条第9号を次のように改める。

（9）行政不服審査法の規定による審査請求（教育長に委任された事

項に係るものを除くd )－に関すること（第8条第14号に規定す‐ －－｡～ 、

る事項を除く。）。

附則

この規則は､-公布の日から施行する。
今＝ ‐七
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～～～～～～～～～ヘグヘジヘグーーーヘダヘグーヘクーヘグへグー～～～～～へ〆～～～
、

議案説明

教育委員会から教育長に委任された事務に関する処分についての審

査請求の裁決を教育長への委任事項とするほか、教育委員会への審査

請求に対する却下の裁決を教育長の専決事項とするため、規則の一部

を改正しようとすることについて、千葉市教育委員会組織規則第8条

第2号の規定により議決を求めるものであります。

ｿ
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報告第3号

千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正について

千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正について、次のと

おり臨時代理により処理したので報告する。

平成30年4月18日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市教育委員会規則第 号

千葉市育英資金支給条例施行規則の一部を改正する規則

千葉市育英資金支給条例施行規則（昭和37年千葉市教育委員会規

則第1号）の一部を次のように改正する。

第3条第2･号中「75， 800円jを「80， 800円」に改める。

第4条第2号中「3， 700円」を「3， 300円』に、 「3， 5
00円｣を「2， 900円」に改める。

附則

この規則は、平成30．年4月-1日から施行する。
』

、

、

隠

’
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へ〆ヘグヘグ ゲークへ〆ヘグヘグヘダヘグ グーヘグヘグヘダーグーグ ダ～〆～〆 J～ダ ダ～ダ グーグヘグーーーーグヘグーヘグーグ

報告説明

千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正について、千葉市

教育委員会組織規則第9条第1項の規定に基づき臨時代理により

処理したので、同条第2項の規定に基づき報告するものでありま

す。

『

22


